
 

 

 

 

 

 

 

 

教員の働き方改革について No.2 

校長 髙橋 利明 

 平成３０年６月、長時間労働時間の課題解

決に向け「働き方改革法」が成立し、改正法

の適用が順次行われています。また、文部科

学省より「公立学校の教師の勤務時間の上限

に関するガイドラインの策定について」が通

知されました。これにより時間を生み出し、

学習指導要領改訂や新たな教育課題等へ適切

に対応できる学校体制を構築し、教員の子ど

もと向き合う時間を確保することで、教育の

質の向上を図ることをねらいとしておりま

す。 

すでに市内小中学校では、留守番電話の対

応を行っていますが、今後も新たな取組や業

務の精選により効果的な教育内容の工夫を行

っていく予定です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本校ではその一つとして、「新しい時代の教

育に向けた持続可能な学校指導・運営体制の

ための学校における働き方改革に関する総合

的な方策について（答申）」（平成31年1月

25日中央教育審議会）の「これまで学校・教

師が担ってきた代表的な業務の在り方に関す

る考え方について」で示されている（図表1-

2-3）を参考に休日・夜間の見回りなどにつ

いても、今後は行わない予定です。 

その他、適時実施させていただいたり、文

書や懇談会などでお願いしたりすることがあ

ります。その際には、何卒、ご理解いただ

き，ご協力くださいますよう、どうぞよろし

くお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新座中だより 
学校教育目標 

強く 明るく 考える 

〒352-0011 埼玉県新座市野火止二丁目４番１号 

                  電話(048)478-3668  FAX(048)482-0131 

新座市立新座中学校 令和３年度 １２月号 

 

「凡事徹底」 「自他共栄」 「文武両道」 


